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◆十番（今井光子） ただいま荻田義雄議員から提案されました意見書第二号、「医療制度改革」における難病

患者等長期治療を必要とする患者への対応に関する意見書案に賛成します。 

 

 ◆二十四番（荻田義雄） （登壇）意見書第二号、「医療制度改革」における難病患者等長期治療を必

要とする患者への対応に関する意見書（案）につきましては、意見書案文の朗読をもって提案にかえさせていた

だきます。 

意見書第二号 

      「医療制度改革」における難病患者等長期治療を必要とする患者への対応に関する意見書（案） 

 政府は、「医療制度改革関連法案」を閣議決定し、国会に提出されたところである。 

 難病は、その時代の医療水準や社会事情等によって変化するものではあるが、一般的には不治の病と捉えられ

ることが多く、難病患者は、病気の原因の不明や、治療方法も必ずしも解明されていないこと等から、医学的に

治りにくく、多大な精神的苦痛を負っている。 

 また、治療方法が確立されているものであっても、病気の慢性化による長期治療を余儀なくされ、経済的に過

重な負担となることが多いため、障害を残したままとなり、社会復帰が極度に困難となることもある。 

 よって、国におかれては、国民の信頼と安心を強化するため、次の事項に特段の配慮をされるよう強く要望す

る。 

１ 高齢者の患者負担増に係る難病患者等へ配慮すること。 

２ 高額医療費の自己負担限度額改正に際し、低所得の難病患者等へ配慮すること。 

３ 保険診療と保険外診療との併用による、患者負担増に係る難病患者等へ配慮すること。 

４ 医療提供体制整備について、難病患者も対象とし、スムーズな在宅療養移行へ配慮すること。 

 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 

      平成十八年三月二十四日 

                                  奈良県議会 

 何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 

○議長（秋本登志嗣） ただいまの動議は、正規の賛成があって成立しました。 

 よって、直ちに議題とします。 

 お諮りします。 

 意見書第二号については、二十四番荻田義雄議員の動議のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声起こる） 

 ご異議がないものと認め、さように決し、会議規則第四十一条の二の規定により措置することにします。 


